
旭川市こども計画 基本理念・基本方針

すべてのこども・若者が将来にわたって 生き生きと健やかで 幸せな生活を送ることができるまち

基本理念（目指す姿）

■基本理念は計画の目指す姿を表すものとして，こども基本法や大綱を踏まえ「こども」が計画の
 中心であることを誰もがイメージしやすいよう短文にした
■できるだけ平易な言葉で，こどもにも分かりやすい文章とした
■こども大綱の趣旨において，全てのこどもが，将来にわたって，身体的・精神的・社会的に幸せな
 状態（ウェルビーイング）で成長すること，が謳われていることから，これを踏まえ
 ・すべてのこどもが将来にわたって
 ・幸せな生活を送ることができる  のフレーズを使用
■「生き生きと健やか」でについては「身体的・精神的・社会的」にも幸せな状態を表現
 （・いきいき～８次総合計画 ※公文書では生き生き ／ ・健やか～現プランの理念） 

■こどもの成長は，家庭，家族だけでなく，社会全体で，特定の年齢で途切れることなく必要な支援
 を行っていくことが重要であることから，こども大綱で示されている基本方針を踏まえ
 「切れ目なく」／「意見を聴く」／多様な主体との「連携」
 を各施策を推進するに当たっての基本方針（基本的・共通の考え方）として整理

 ⑴ すべてのこども・若者が幸せに成長できるよう社会全体で切れ目のない支援を行う
 ⑵ こどもや若者，子育てに関わる人の意見を聴きながらともに進める
 ⑶ こどもや若者，子育てに関わる関係機関や民間団体等との連携を図りながら進める

基本方針（施策を進めるに当たっての共通の考え方）

【資料２】


